
A-11



A-12



A-13



A-14



A-15



A-16



A-17



A-18



A-19



1

セネガル国

農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画準備調査

協議議事録

セネガル国（以下、セネガルという）からの要請に基づいて、日本政府は「農村地域

における安全な水の供給と衛生環境改善計画準備調査」（以下、調査という）に関する

準備調査の実施を決定し、その実施を国際協力機構（以下 JICA という）に委託した。

JICA は、JICA 地球環境部次長兼水資源・防災グループ長須藤勝義を団長とする準備

調査（以下、調査団という）をセネガル国に派遣した。調査団は 2011 年 9 月 13 日から

9 月 22 日まで滞在した。

調査団は、セネガル政府関係者と協議するとともに、対象地域において現地調査を実

施した。

協議及び現地調査の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。本

調査団は引き続き現地調査を実施し、基本設計調査報告書をとりまとめる予定である。

2011 年 9 月 22 日 ダカールにて

須藤 勝義

団長

準備調査団

国際協力機構(JICA)

M. Diene FAYE

地方水利局長

都市化・住環境・水利・衛生省

セネガル国

Mr. Mamadou Moustapha BA

経済財政協力局長補佐

経済財政省

セネガル国
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DOCUMENT PRINCIPAL 付属書

1. プロジェクトの目的

本プロジェクトは、タンバクンダ、マタム、ケドゥグ州において安全な水と衛生にア

クセスできる人口が増加することを目的とする。

2. 本プロジェクトはタンバクンダ、マタム、ケドゥグ州を対象とする。対象サイトの

位置図は別添 1 のとおりである。

3. 責任機関および担当部局

責任機関は都市化・住環境・水利・衛生省、担当部局は地方水利局及び地方衛生局で

ある。本プロジェクトは DEM の協力のもと実施される。都市化・住環境・水利・衛生

省の組織図を別添 3 に示す。

4. 日本の無償資金協力制度

4.1 セネガル国政府は、調査団から説明を受け、別添 4、5 に記載されている日本の無

償資金協力制度について十分に理解した。

4.2 セネガル国政府は、プロジェクトを速やかに実施するために、日本の無償資金協力

を実施する条件として、別添 6 に記載された必要措置を行う。

4.3 調査の結果、その他の負担事項が生じれば、JICA はセネガル側に通知する。

5. 調査のスケジュール

5.1 コンサルタント団員は 2011 年 12 月 27 日までセネガルに滞在し、さらなる調査を

行う。

5.2 JICA は準備調査報告書（案）を仏語で作成し、その内容を「セ」国側に説明する

ための調査団を 2012 年 5 月上旬頃に派遣する。

5.3 準備調査報告書（案）の内容が原則として「セ」国側の合意を得られれば、JICA

は準備調査報告書を完成させ、2012 年 8 月ごろに「セ」国側に送付する。

6. Autres points その他の事項

6.1 調査対象サイト

「セ」国側および調査団は、本プロジェクトの調査対象サイトは、開発調査「タンバ

クンダ州およびマタム州地方給水計画調査」におけるフィージビリティ調査で優先とさ

れた 13 サイトのうち、No.1、2、3、10、11、13 の 6 サイトとすることで合意した。調

査対象サイトおよびサイトに含まれる村落のリストは別添 2 のとおりである。

6.2 対象サイトの優先順位付のためのクライテリア

調査団は、今後の現地調査および日本での調査結果解析・設計・概略事業費積算の結

果、事業規模が大きくなりすぎる場合は、日本側予算の制約により、優先度の高いサイ

トのみを事業実施対象として選択せざるを得ない可能性がありうることを説明した。
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「セ」国側はこれを理解し、そのような場合の対象サイトの優先順位については、以下

のクライテリアに基づくものとして、双方合意した。

人口（給水人口、人口動態等）

自然条件（地下水ポテンシャル）

給水状況（給水率、既存給水施設の有無、稼働状況、既存水源までの距離）

アクセス（雨季における井戸掘削車両等の搬入可否）

住民の水料金支払い意志

住民の給水・衛生施設維持管理意志・能力

サイトの衛生状況（水因性疾患罹患状況、衛生施設の設置状況等）

優先州（タンバクンダを優先する）

給水 1m3あたりの建設費

給水 1m3あたりの維持管理費

6.3 試掘調査

調査団は、地下水ポテンシャルを確認するため、サイト No.3、11、13 において試掘

調査を実施することを説明し、「セ」国側はこれに同意した。これら試掘井戸は、下表

の判定基準を満たす場合には、成功井戸として事業実施の場合の生産井戸に転用するこ

とを双方合意した。

成功井判定基準

No 中心村落名
計画給水

量(m3/h)

井戸 1本

あたりの計

画揚水量
(m3/h)

計画

水源

井戸

数

1本あたり

最低揚水

量(m3/h)

複数井の

最低合計

揚水量
(m3/h)

水質
地層

3 DjinkorePeul 60 60 1 11.0 － 堆積層

11 Ganguel Maka 48 12 4 1.5 8 基盤岩

13 Mako 15 5 3 1.5 9

「セ」国水

質基準を

満たすこと
基盤岩

なお、サイト No.3 では、試掘井戸が成功井戸として認められない場合、それ以上の

試掘は行わずサイト No.3 は事業対象外とすることを双方合意した。また、サイト No.11、

13 は複数井を水源として想定するため、各サイトの水源井戸数に達するまでの合計揚

水量が、No.11 では 8m3/時、No.13 では 9m3/時以上を満たさない場合には、そのサイト

は事業対象外とすることを双方合意した。

また、1 本あたりの最低揚水量を下回り失敗井戸と判断された場合には、これらの井

戸は失敗井と見なす。この場合には、「セ」国の責任においてハンドポンプを設置する

ことができることで双方合意した。

さらに、No.3、11、13 で十分な水量または水質が得られない場合は、そのサイトを

対象から外すこと、この場合には No.6 またはその周辺地域を代替サイトとすること、

及び同サイトで既存井戸が使えない場合は追加の試掘を行うことを双方合意した。

6.4 免税措置

調査団は、プロジェクトに係る生産物とサービス調達に対し、「セ」国において課せ

られる関税、国内税及びその他の税金について免税とすること、及び「セ」国側が支払

い授権書（A/P）ち銀行取極（B/A）に係る銀行手数料を支払うことの必要性を説明し、

双方合意した。

6.5 安全柵の設置

調査団は、日本政府の方針として、給水施設本体の建設は無償資金協力により実施
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されるものの、付帯する施設の建設は受益国側の負担で行うことを説明し、高架水槽及

び機械室を囲む安全柵の設置をセネガル側に求めた。

調査団は、「セ」国側にそれぞれのサイトに工事の終了までに高架水槽と機械室の周

囲に柵の設置を行うことを要請した。「セ」国側は、都市化・住環境・水利・衛生省の

予算で安全柵の設置費を負担することを受諾した。

具体的なサイト、および安全柵設置の手順は、コンサルタント団員のさらなる調査結

果を踏まえて、「セ」国側と調査団業務主任とのテクニカル・ノートによって確認する

こととした。

6.6 ポンプの動力源

調査団は、日本政府の方針として、「セ」国側に対象サイトにおいて、井戸の商用電

源の接続工事は受益国側の負担で行うことを説明した。双方は発動発電機を優先して設

置することで合意した。井戸の電機接続に必要な容量が小さい場合には、「セ」国側は

コンサルタントの詳細調査の結果をもとに既存の配電網からサイトまでの配線接続費

を負担する。

具体的なサイト、および電線引き込みの手順は、コンサルタント団員のさらなる調査

結果を踏まえて、「セ」国側と調査団業務主任とのテクニカル・ノートによって確認す

ることとした。

6.7 対象サイトへのアクセス

調査対象サイトにおいて雨季のアクセスに問題が生じると判断された場合は、「セ」

国側がアクセス道路建設の責任を持つこととし、都市化・住環境・建築・水利省地方水

利局が「セ」国関係省庁と必要な手続きを行うことで双方合意した。

具体的なサイト、およびアクセス道路建設の手順は、コンサルタント団員のさらなる

調査結果を踏まえて、「セ」国側と調査団業務主任とのテクニカル・ノートによって確

認することとした。

6.8 給水施設の目標年次

給水施設の目標年次は、2020 年として計画する。

6.9 衛生設備

「セ」国側および調査団は、日本の無償資金協力制度の範囲内では、本プロジェクトに

おける衛生コンポーネントは、対象サイトの学校あるいは医療施設における公共トイレ

の建設と、ソフトコンポーネントによる衛生教育・啓発活動に限定されることを合意し

た。

また、調査対象サイトの学校および医療施設のうち、トイレを設置する施設の選定基

準は以下のとおりとすることで双方合意した。

・給水施設を建設するサイトであること

・既存トイレの有無（トイレの種類や数、男女別、建設時期、利用状況および維持管

理状況、不使用の場合の理由）

・サイトの衛生状況（水因性疾患罹患状況、衛生施設の設置状況等）

・施設維持管理能力（教員・保護者会、医療施設の運営体制）

・利用者数（学校：生徒数＋教師数、医療施設：患者数＋医師・看護士数）

・自然条件（近傍の浅井戸の位置やその水位）

「セ」国側は、学校あるいは医療施設に設置されるトイレについては、男女別に建

物を分けるよう要望した。
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6.10 施設の運営維持管理

「セ」国は、プロジェクト終了後の給水施設を適切に運営・維持管理することに合意

した。給水施設について、都市化・住環境・水利・衛生省は、ASUFOR による給水施

設の運営管理の状況と、ASUFOR からの依頼によって維持管理本部（SM）及び維持管

理センター（BPF）或いは ASUFOR から要請された民間企業が行う給水施設の維持管

理の状況を確実にモニタリングし、支援することに合意した。

また、衛生設備については、学校および保健施設を管轄するそれぞれの「セ」国側関

係機関によって維持管理が適切になされるよう、都市化・住環境・水利・衛生省が関係

機関と連携することを約束した。

6.11 ソフトコンポーネント

双方は、上記 6.7 に述べる運営・維持管理のために、必要に応じて、ソフトコンポー

ネントを伴う技術指導を実施することにつき合意した。

6.12 建設予定地の土地利用許可および環境社会配慮

双方は、「セ」国の環境影響評価法令で求められる環境影響評価が必要な場合、「セ」

国側が必要な手続きを行うことを確認した。

また、今後のさらなる調査の結果、高架水槽建設地や配管埋設予定地について土地利

用許可が必要となる場合は、「セ」国側の責任において必要な手続きを行うものとし、

その手順やスケジュールを、「セ」国側と調査団業務主任とのテクニカル・ノートによ

って確認することとした。

6.13 他ドナーによる支援との重複

「セ」国側は、本プロジェクトで施設建設が予定されるサイトにおいて、他ドナーに

よる同様の支援が行われる予定がないこと、或いは、他ドナーによる支援が重複しない

ように調整することについて約束した。

以上

別添 1 要請地域およびサイトの地図

別添 2 調査対象サイトおよび村落リスト

別添 3 都市化・住環境・水利・衛生省組織図

別添 4 日本の無償資金協力の概要

別添 5 日本の無償資金協力に係る手続きフローチャート

別添 6 両国政府の主な責任内容
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